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船舶事故調査報告書 

 

                             令和５年１２月２０日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年６月８日 ０２時１９分ごろ 

発生場所 広島県江田島
え た じ ま

市南方沖（早瀬
は や せ

瀬戸） 

 釣士
りょうし

田
だ

港釣士田防波堤灯台から真方位２４５°１.２海里（Ｍ）付

近 

（概位 北緯３４°０８.１′ 東経１３２°２８.９′） 

事故の概要 押船うるめは、バージうるめ一号を押航して西南西進中、また、旅

客船安芸
あ き

丸は、北東進中、両船が衝突した。 

うるめ一号は、球状船首に擦過傷を生じ、また、安芸丸は、右舷中

央部外板に圧壊等を生じた。 

事故調査の経過 令和５年６月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 うるめ、１３６トン 

１４１２５４、株式会社マリーンリンク（Ａ₁社）、株式会社コ

マツマリン（Ａ₂社） 

１６.００ｍ×１２.１９ｍ×６.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成２２年４月１９日 

Ｂ バージ うるめ一号、１,２４７トン 

なし、Ａ₁社、Ａ₂社 

７２.００ｍ×１３.００ｍ×４.９５ｍ、鋼 

機関なし、平成２２年 

Ｃ 旅客船 安芸丸 ８.５トン 

   ２７０－３０８１５山口、個人所有 

   １１.９８ｍ（Lr）×３.０７ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１８７.５５kＷ、昭和６１年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７７歳 

   四級海技士（航海）（旧就業範囲） 

    免 許 年 月 日 昭和４４年１月３１日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和２年５月１３日 

    免状有効期間満了日 令和７年７月２５日 

航海士Ａ ６０歳 
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四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和６３年１１月１１日 

        免 状 交 付 年 月 日 平成３０年７月５日 

免状有効期間満了日 令和５年１１月１０日 

Ｃ 船長Ｃ ６６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成４年１１月２７日 

免許証交付日 令和４年７月７日 

           （令和９年１１月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 球状船首に擦過傷 

Ｃ 右舷中央部外板及び右舷操舵室外板に圧壊、機関室に浸水等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、空船のＢ船の船

尾部に船首部を嵌
かん

合して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構

成し、令和５年６月８日０１時３５分ごろ山口県徳山下松港に向け、

広島県呉市呉港を出港した。 

航海士Ａは、呉港を出港したのち単独の船橋当直に当たり、法定灯

火を表示して操舵室中央の舵輪後方に立ち、早瀬瀬戸を南進中、０２

時１５分ごろ右舷前方にＣ船の白灯を認め、オエノウラ出シ灯浮標を

右舷側に見て航過し、早瀬瀬戸に沿って右転を開始した。 

航海士Ａは、レーダーの映像からＣ船とは行会い船の関係となるの

で、早瀬瀬戸の北側に寄って航行して左舷側を大きく空けていれば、

Ｃ船はＡ船押船列の左舷側を航行すると思い、０２時１７分ごろ右舷

前方の江田島市能美島沿いに設置されたかき
．．

筏（以下「本件筏」とい

う。）に沿う針路とし、約１１.２ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）で、自動操舵で西南西進した。 

航海士Ａは、適宜Ｃ船の方位変化を確認していたところ、方位変化

が余りなく、右舷方の本件筏に留意しながら僅かに右転し、外部の照

明を点灯して航行を続け、Ｃ船とＡ船押船列との距離が至近となり、

衝突の危険を感じて汽笛を吹鳴して右舵一杯を取り、機関を中立運転

としたが、０２時１９分ごろＣ船がＢ船の船首部に潜り込んだのを認

めた。 

船長Ａは、汽笛と機関音の変化に気付いて昇橋し、同様に昇橋した

他の乗組員と共にＣ船を捜索していたところ、他の乗組員がＢ船の船

首部付近にいるＣ船を発見して船長Ｃを救助した。 

Ａ船は、航海士Ａが１１８番通報して現場海域で錨泊し、来援した

巡視艇に船長Ｃを移乗させたのち、呉市釣士田港に入港した。 
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Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、船長Ｃが経営する雑貨店の仕入

れの目的で、０１時４０分ごろ呉港に向け、山口県岩国市柱
はしら

島港を

出港した。 

船長Ｃは、夜間であったが、出港してから目視で浮遊物を多く認

め、それらとの接触を避けようと、ふだん、早瀬瀬戸の呉市倉橋島寄

りに比べて浮遊物が少ない能美島寄りを航行することとし、法定灯火

を表示して操縦席に腰を掛け、０２時０４分ごろ倉橋島西端の伝太郎
で ん たろ う

鼻付近で右転し、オエノウラ出シ灯浮標の北方に向けて約１２.０kn

の速力で、手動操舵で北東進した。 

船長Ｃは、操縦席に腰を掛けた姿勢で操船すると右前方に設置され

たレーダーによって右舷前方に死角が生じている中、右舷前方にＡ船

押船列の白灯２灯を認め、Ａ船押船列はそのままＣ船の右舷側を航行

すると思い、操縦席に腰を掛けたまま操船を続けた。 

船長Ｃは、左舷方の本件筏に注意を向けながら、Ａ船押船列と接近

していることに気付かずに航行中、右舷前方至近にＡ船押船列の明か

りを認めたものの、どうすることもできず、Ｃ船とＡ船押船列とが衝

突した。 

船長Ｃは、Ｃ船の右舷側にＢ船の球状船首が突き刺さった状態でＣ

船の機関室に浸水していることに気付いて１１８番通報し、Ｂ船の球

状船首がＣ船から離れた後、操舵室前方の客室に備えている救命胴衣

を着用して右舷船首部に移動し、Ａ船押船列に救助された。 

Ｃ船は、巡視艇によって呉港の修理工場に向けてえい
．．

航を開始され

たが、沈没のおそれがあったので、倉橋島北岸の砂浜に移動し、のち

に廃船処理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ Ｃ船の操舵室内の設備等の

配置状況図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ａ船押

船列船首部、写真２ Ｃ船（船尾部）、写真３ Ｃ船（右舷）、写真

４ Ｃ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、船長Ａ及び他の乗組員が休んでいるので、衝突の直前

まで汽笛を吹鳴していなかった。 

船長Ｃは、操縦席に腰を掛けたまま操船すると、操縦席の右前方に

設置されたレーダーによって右舷船首３０°～４０°の間が死角にな

ることを認識していたが、本事故時は左舷方の本件筏に注意が向いて

おり、頭を動かすなど死角を補う見張りをしていなかった。 

船長Ｃは、Ａ船押船列の白灯しか視認しておらず、死角を補う見張

りを行っていれば、Ａ船押船列の舷灯に気付き、避航していたと本事

故後に思った。 

船長Ｃは、本事故発生当時、レーダーを稼働させていたが、視界が

良かったのでレーダー画面を見ていなかった。 

分析  
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船押船列は、早瀬瀬戸を西南西進中、航海士Ａが、Ｃ船の灯火を

認めて早瀬瀬戸に沿って右転した際、Ｃ船とは行会い船の関係となる

ので、早瀬瀬戸の北側に寄って航行し、左舷側を大きく空けていれ

ば、Ｃ船はＡ船押船列の左舷側を航行すると思い、航行を続けたこと

から、右舷方の本件筏に留意しながら僅かに右転したものの、Ｃ船と

の距離が至近となり、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

航海士Ａは、船長Ａ及び他の乗組員が休んでいたことから、衝突直

前まで汽笛を吹鳴していなかったものと考えられる。 

Ｃ船は、早瀬瀬戸を北東進中、船長Ｃが、右舷前方にＡ船押船列の

灯火を認めた際、Ａ船押船列はそのままＣ船の右舷側を航行すると思

い、左舷方の本件筏に注意を向けて航行を続けたことから、Ａ船押船

列と接近していることに気付かず、Ａ船押船列と衝突したものと考え

られる。 

船長Ｃは、レーダーを活用し、頭を動かして右舷船首方に生じてい

た死角を補う見張りを行うなど、Ａ船押船列を継続的に監視していな

かったことから、Ａ船押船列と接近していることに気付かなかったも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、早瀬瀬戸において、Ａ船押船列が西南西進中、Ｃ

船が北東進中、航海士Ａが、Ｃ船の灯火を認めて早瀬瀬戸に沿って右

転した際、Ｃ船とは行会い船の関係となるので、早瀬瀬戸の北側に 

寄って航行し、Ａ船押船列の左舷側を大きく開けていれば、Ｃ船はＡ

船押船列の左舷側を航行すると思い、航行を続け、また、船長Ｃが、

右舷前方にＡ船押船列を認めた際、Ａ船押船列はそのままＣ船の右舷

側を航行すると思い、左舷方の本件筏に注意を向けてＡ船押船列と接

近していることに気付かずに航行を続けたため、Ａ船押船列とＣ船と

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、他船が接近していることに気付き、障害物によっ

て転舵により避航が困難な場合、直ちに機関を後進にかけ、衝突

を避けるための措置を採ること。 

・船橋当直者は、夜間であっても、接近する他船を認めた場合、直

ちに汽笛を吹鳴すること。 

・船橋当直者は、他船を認めた場合、相手船の進路等を予断せず、

確実に避航するまで相手船を継続的に監視すること。 

・船橋当直者は、航行中、特定の対象だけに注意を向けず、常時、

周囲の見張りを適切に行うこと。 
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・船橋当直者は、障害物等により前方に死角が生じる場合、頭を動

かすなど死角を補う見張りを行うこと。 

・船橋当直者は、視界が良いときでも、レーダーを有効に活用し、

他船の接近状況を確認すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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伝太郎鼻→ 
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付図２ Ｃ船の操舵室内の設備等の配置状況図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時刻 
船   位 ※ 

対地針路※ 船首方位※ 対地速力 
北  緯 東  経 

(時：分：秒) (°－′－″) (°－′－″) (°) (°) (kn) 

02:11:59 34-09-11.4 132-29-31.8 176.4 175 12.8  

02:15:31 34-08-26.9 132-29-35.4 184.1 193 12.1  

02:15:58 34-08-21.8 132-29-33.6 208.2 219 11.1  

02:17:28 34-08-13.4 132-29-17.6 247.5 248 11.0  

02:18:00 34-08-11.4 132-29-11.2 250.7 250 11.1  

02:18:29 34-08-09.6 132-29-05.4 252.6 253 11.2  

02:18:59 34-08-08.0 132-28-58.3 254.9 257 11.3  

02:19:59 34-08-07.9 132-28-48.3 284.6 286  6.2  

※ 船位は、Ａ船の船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置であり、ＧＰＳアンテナの位置は、

Ａ船押船列の船首から約６３ｍ、船尾から約１４ｍ、左舷から約５ｍ、右舷から約８ｍであった。

また、対地針路及び船首方位は真方位である。 



- 8 - 

写真１ Ａ船押船列船首部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｃ船（船尾部） 

 

 

 

損傷箇所 
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写真３ Ｃ船（右舷） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｃ船の損傷状況 

 

 

 


